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○飯豊町医療給付事業に関する規則 

昭和48年９月27日 

規則第18号 

改正 昭和50年５月16日規則第５号 

昭和51年３月27日規則第８号 

昭和51年12月21日規則第16号 

昭和56年３月28日規則第14号 

昭和58年３月４日規則第１号 

昭和59年９月29日規則第11号 

昭和62年６月18日規則第13号 

平成元年３月31日規則第14号 

平成元年９月30日規則第44号 

平成４年８月６日規則第13号 

平成７年３月27日規則第９号 

平成８年６月28日規則第13号 

平成10年６月30日規則第17号 

平成11年３月１日規則第１号 

平成12年３月21日規則第２号 

平成12年12月28日規則第14号 

平成13年３月28日規則第９号 

平成14年４月１日規則第16号 

平成14年７月１日規則第17号 

平成14年９月27日規則第19号 

平成15年３月24日規則第21号 

平成16年３月25日規則第15号 

平成16年４月30日規則第18号 

平成16年８月30日規則第23号 

平成18年３月30日規則第15号 

平成18年４月１日規則第39号 

平成19年５月１日規則第32号 

平成20年５月16日規則第12号 
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平成21年４月１日規則第１号 

平成21年７月１日規則第18号 

平成22年４月27日規則第12号 

平成22年６月９日規則第15号 

平成24年６月27日規則第11号 

平成26年10月１日規則第11号 

平成27年３月３日規則第８号 

(目的) 

第１条 重度心身障がい(児)者(別表第１第１項に掲げる者をいう。)、乳幼児等及び母子家

庭等の医療を確保し、社会福祉の増進をはかるため、その医療に要する経費の一部を飯豊

町が負担することにより、これらの経済的負担を軽減することを目的とする。 

(対象者) 

第２条 医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、飯豊町に住所を有する別表

第１に掲げる者とする。ただし、別表第１第２項において学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校及びこれらに準ずる教育施設へ通

学するため町外へ住所を異動した者について、保護者（親権を行う者、後見人、その他の

者で現に監護する者をいう。）の別居監護とみなされる場合は、医療給付の対象となる者

と認めるものとする。 

(医療給付の方法) 

第３条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法によりがたいと

きは療養費の支給の方法による。 

(医療証等の交付) 

第４条 町長は、医療証の交付申請書(様式第１号、様式第２号、様式第３号)に基づいて審

査の上、医療証(様式第４号、様式第５号、様式第６号、様式第６号の２、様式第７号、

様式第８号)を交付する。 
２ 前項の医療証の交付申請書を提出する際は、山形県において支出する民生費県補助金の

要件確認のため、地方税関係情報の提供を要するものとする。 

(医療費の確認) 

第５条 医療費の確認は次により行う。 

(１) 療養の給付にかかるもの 医療機関が発行した診療報酬請求明細書、請求書又は山

形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿 
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(２) 療養費の支給にかかるもの 医療機関等が発行した領収書。ただし、給付を母子保

健法(昭和40年法律第141号)第21条の４の規定による費用徴収額に充当する場合はこ

の限りでない。 

(支給額) 

第６条 支給額は、別表第２に掲げるものとする。 

(医療費の支払) 

第７条 町長が第５条の規定によって確認し、決定した額を飯豊町財務規則(昭和63年規則

第３号)の定めるところにより次の者に支払うものとする。 

(１) 療養の給付 山形県内の医療機関 

(２) 療養費の支給 当該療養費の請求者。ただし、給付を母子保健法第21条の４の規定

による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。 

(関係簿冊) 

第８条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。 

(１) 医療証発行簿(様式第９号、様式第10号、様式第11号) 

(２) 医療費給付台帳(様式第12号) 

附 則 

この規則は、昭和48年10月１日から施行する。 

附 則(昭和50年５月16日規則第５号) 

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年４月１日から適用する。 

附 則(昭和51年３月27日規則第８号) 

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月１日から適用する。 

附 則(昭和51年12月21日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和56年３月28日規則第14号) 

この規則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則(昭和58年３月４日規則第１号) 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和58年２月１日の医療行為に係るものから適用

する。 

２ 昭和58年２月１日前に行われた医療に係る改正前のこの規則第１条の規定による老人

医療の給付については、なお従前の例による。 

附 則(昭和59年９月29日規則第11号) 
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１ この規則は、昭和59年10月１日から施行する。 

２ 昭和59年10月１日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(昭和62年６月18日規則第13号) 

この規則は、昭和62年７月１日から施行する。 

附 則(平成元年３月31日規則第14号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年９月30日規則第44号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成元年10月１日以後の医療行為に係るものから適用する。 

(経過措置) 

２ 平成元年10月１日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(平成４年８月６日規則第13号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成４年７月１日から適用する。 

(経過措置) 

２ 平成４年７月１日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(平成７年３月27日規則第９号) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成６年10月１日以後の医療行為に係るものから

適用する。 

２ 平成６年10月１日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(平成８年６月28日規則第13号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成８年７月１日以後の医療行為に係るものから適用する。 

(経過措置) 

２ 平成８年７月１日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(平成10年６月30日規則第17号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

(経過措置等) 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成10年７月１日以後に行われた療養に係る経費につい

て適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。 
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附 則(平成11年３月１日規則第１号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

(経過措置等) 

２ この規則は、平成11年７月１日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし別表

１の改正規定は、平成11年４月１日以後の医療行為に係るものから適用する。 

３ 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則(平成12年３月21日規則第２号) 

この規則は、平成12年４月１日以後の医療行為に係るものから適用する。 

附 則(平成12年12月28日規則第14号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成13年１月１日から適用する。 

(経過措置) 

２ 平成13年１月１日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。 

３ 平成13年１月１日から同月５日までの間は、改正後の別表第２中「厚生労働大臣」と

あるのは、「厚生大臣」とする。 

附 則(平成13年３月28日規則第９号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成13年４月１日以後の医療行為に係るものから適用する。 

２ 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。 

附 則(平成14年４月１日規則第16号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成14年４月１日以後に行われた医療行為

に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の

例による。 

附 則(平成14年７月１日規則第17号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成14年７月１日以後の医療行為に係るものから

適用する。 

２ 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。 
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附 則(平成14年９月27日規則第19号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成14年10月１日以後に行われた医療行為

に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の

例による。 

附 則(平成15年３月24日規則第21号) 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則(平成16年３月25日規則第15号) 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則(平成16年４月30日規則第18号) 

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後の医療行為に係るものから適用する。 

附 則(平成16年８月30日規則第23号) 

この規則は、平成16年９月１日から施行する。 

附 則(平成18年３月30日規則第15号) 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則(平成18年４月１日規則第39号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成18年７月１日以後の医療行為に係るものから

適用する。ただし、別表第１の第１項の改正規定(知的障害者援護施設に係る施設訓練等

支援費の支給対象者及び知的障害者援護施設措置費の支弁対象者に係る部分に限る。)、

同表の第３項の改正規定、別表第２の第１項の改正規定(「健康保険法の規定による療養

に要する費用の額の算定方法(平成６年厚生省告示第237号)及び訪問看護療養費に係る指

定訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成６年厚生省告示第296号)」を「診療報酬

の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」に改める部分に限る。)は、同年４月１日

以後の医療行為に係るものから適用する。 

２ 平成18年４月１日から同年６月30日までの間における改正後の別表第２の第１項の規

定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定

方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「、入院時食事療養費に係る食事

療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び訪問看護療養

費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。 
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附 則(平成19年５月１日規則第32号) 

この規則は、公布の日から施行し、施行日以降の医療行為に係るものから適用する。 

ただし、別表第１第１項(同項中「重度心身障害(児)者医療」を「重度心身障がい(児)者医

療」に改める部分並びに同項第１号及び第２号を除く。)及び別表第２第２項は、平成19年

７月１日以降の医療行為に係るものから適用する。 

附 則(平成20年５月16日規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成20年４月１日以降の医療行為に係るものから適

用する。 

附 則(平成21年４月１日規則第１号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成21年７月１日以降の医療行為に係るものから適

用する。 

ただし、別表第１第１項の改正規定は、同年４月１日以降の医療行為に係るものから適用

する。 

附 則(平成21年７月１日規則第18号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成22年４月27日規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。 

ただし、別表第１及び別表第２の改正規定は、平成22年７月１日以降の医療行為に係る

ものから適用する。 

附 則(平成22年６月９日規則第15号) 

この規則は、平成22年７月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、平成22

年７月１日以降の医療行為に係るものから適用する。 

附 則(平成24年６月27日規則第11号) 

この規則は、平成24年７月１日から施行し、平成24年７月１日以後の医療行為に係るも

のから適用する。 

附 則(平成26年10月１日規則第11号) 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則(平成27年３月３日規則第８号) 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
附 則(平成 28 年３月 11 日規則第５号) 

 （施行期日） 
１ この規則は、平成２８年４月１日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用
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する。 
 （経過措置） 
２ 別表第１第２項に規定する子育て支援医療に係る平成２８年３月３１日までに行った

申請については、様式第２号中「子育て支援医療証交付期間内（中学校卒業まで）」を「子

育て支援医療証交付期間内（１８歳に達した日以後の最初の３月３１日まで）」に読み替

えるものとする。 

３ 平成２８年３月３１日以前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例

による。 

別表第１ 

１ 重度心身障がい(児)者医療 

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護

者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者、前年の所得(１月か

ら６月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この

項において同じ。)について所得税が課された者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定す

る扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が

当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所

得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては

当該扶養親族１人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとし

て、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっ

ては当該扶養親族１人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得

税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」

という。)を除く。)及び前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を

除く。)に扶養される者のうち高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第

１項第１号の規定に該当する者並びに医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が４

月から６月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に

よる市町村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得割(同法第328条の規定によっ

て課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額が23万５千円以上の者

(扶養親族がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該

年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割

に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該

扶養親族１人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとし

て、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっ
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ては当該扶養親族１人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町

村民税所得割を計算した場合に、その額が23万５千円未満となるものを除く。)を除く。 

(１) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳１級又は２

級の所持者及び知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号にいう知的障が

い者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げ

る身体上の障がいをいう。)を有する者にあっては、50以下)のもの 

(２) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神

障害者保健福祉手帳１級の所持者 

(３) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障がい等級１級の障がい基礎年金

(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」

という。)附則第23条第２項又は第25条第１項若しくは第２項の規定による障がい等級

１級の障がい基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給

付に該当する障がい等級１級の障がい年金を含む。)の受給権者 

(４) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障

がい者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第１項症

の増加恩給、国民年金法の規定による障がい等級１級の障がい基礎年金、その他公的

年金各法の障がい等級１級の障がい年金の受給権者 

(５) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第２条第１項に規

定する障がい児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207

号)別表第３の１級の項に規定する程度の障がいの状態にあるもの及び同令別表第１に

規定する程度の障がいの状態にある20歳以上の者 
２ 子育て支援医療 

出生の日から１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者で、健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員

共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

（以下「社会保険各法」という。）の規定による被保険者（国民健康保険に限る。）又は

被扶養者に該当する者（生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費（医療費に

係るものに限る。）の支弁対象者を除く。） 

３ ひとり親家庭等医療 
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次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置

費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第１項に掲げる者を除く。 

(１) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第６条第１項に規定する配

偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない男子で18歳以下の児童(19歳

に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養して

いるもの。ただし、前年の所得(１月から６月までの間に受ける医療に係る医療費につ

いては前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者

(想定所得税非課税者を除く。)を除く。 

(２) (１)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童 

(３) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第３条第１項に規定する父母のない児童で18

歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を

除く。)に養育されている者を除く。 

別表第２ 

社会保険各法の規定により、保険給付の対象となる療養を受けた場合、診療報酬の算定

方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額

の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の

各号に掲げる額(受けた療養が別表第１の第１項の医療で前年の所得(１月から６月までの

間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課され

た者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(１月から６月までの間

に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された

者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの以外の場合並びに別表第１

の第２項並びに別表第１の第３項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第１号か

ら第４号までに掲げる額)を控除した額 

(１) 社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額(法定給付額) 

(２) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、社会保険各

法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、そ

の規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額) 

(３) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受

けることのできる額(その他の給付額) 

(４) 療養の事由が、第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する

損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額) 

shimanuki454
直線
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(５) 別表第１の第１項に規定する者が診療若しくは薬剤若しくは治療材料の支給若しく

は処置、手術その他の治療若しくは家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話

その他の看護(以下「外来療養」という。)並びに病院又は診療所(以下「保険医療機関」

という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を

受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療

に関する法律第67条第１項第１号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機

関ごとに外来療養にあっては高齢者の医療に関する法律施行令(昭和19年政令第318号)

第15条第３項第１号に規定する額、入院療養にあっては同条第１項第１号に規定する額

を超える場合にあっては、当該規定する額)(一部負担金の額) 

(６) 別表第１の第１項に規定する者が健康保険法第88条第１項による指定訪問看護(以下

「指定訪問看護」という。)を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用

の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療に関す

る法律第67条第１項第１号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーシ

ョンごとに高齢者の医療に関する法律施行令第15条第３項第１号に規定する額を超える

場合にあっては、当該規定する額)(基本利用料) 
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